
【記載要領】 
・重複助成を防ぐため、⼀回の受診ごとではなく、診療⽉単位で申請をお願いします。 
・太枠内の申請者・受給者の情報について記載をお願いします。 
・太枠外の項⽬については、領収書等で内容確認を⾏います。記載不要です。 
【添付書類】 
◇三重県外医療機関発⾏の領収書（コピー可） 
※点数の記載があり、領収印が押印されているものに限ります。 
※記載のない領収書は、健康保険対象の診療分であるか確認できないため、医療費助成の対象外となります。

明記いただくよう発⾏元の医療機関にお問い合わせください。 
◇⾼額療養費⽀給（不⽀給）通知書（該当の⽅のみ） 

⼊院や⼿術等で、医療費が⾼額となった場合、⾼額療養費（附加給付）等の⽀給に該当する可能性があり
ます。医療費助成の申請を⾏う前に、ご加⼊の保険者にお問い合わせいただき、⾼額療養費の⽀給申請を
⾏ってください。 

 


